
 

 

事  務  連  絡 

令和５年１２月１日 

 

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 会長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局参事官（不動産管理業） 

 

 

LP ガスの取引適正化に関する情報提供窓口の開設について（周知依頼） 

 

 

日頃より国土交通行政に格別のご配慮、ご協力をいただき、御礼申し上げます。 

本日、LP ガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LP ガスの消費者に

不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付ける窓口（通報フォー

ム）が資源エネルギー庁のホームページに開設されました｡ 

 

・資源エネルギー庁 令和５年 12 月 1 日プレスリリース資料 

『LP ガスの取引適正化に関する情報提供窓口（LP ガス商慣行通報フォーム）を開設します』 

https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201002/20231201002.html 

 

・LP ガスの取引適正化に関する通報フォーム 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/lpgass_tsuhoform/index.html 

  

事業者・消費者問わず、また、匿名による情報提供も可能です。提供された情報は、

資源エネルギー庁により下記の用途での活用が予定されております。 

 

①液化石油ガス法違反の取り締まり等： 

商慣行是正に向けた任意ヒアリングや、法に基づく報告徴収・立入検査等を

実施する端緒として活用します 

② 関係省庁への共有： 

必要に応じて関係省庁に情報共有を行い、連携した対応につなげます 

③ 政策立案への活用： 

情報を集約・構造化したうえで、制度改正後の市場モニタリング今後の政策

立案に活用します 

 

 この窓口は、LP ガス事業者だけではなく、不動産関係者等に関する情報も受けつけ

ることから、貴団体におかれましては貴団体加盟の会員企業に周知いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

 

以上 



LPガスの取引適正化に関する情報提供窓⼝（LPガス商慣⾏通報フォーム）を開
設します

2023年12⽉1⽇

エネルギー・環境

経済産業省は、本⽇、LPガスをめぐる商慣⾏改⾰に向けた取組の⼀環として、LPガスの消費者に
不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付ける窓⼝（通報フォーム）を開設し
ました。

1．背景・趣旨

LPガス業界においては、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といった商慣⾏が⻑らく続いてお
り、それによりLPガスの消費者が不利益を被っているとして、問題視されています。
（注）LPガスの正式名称は、「液化⽯油ガス」（Liquefied Petroleum Gas）。家庭⽤LPガスは
「プロパンガス」とも呼ばれる。

具体的には、
 

賃貸集合住宅へのLPガス供給契約を獲得すべく、LPガス事業者は、ガス器具に加え、エアコ
ン、インターフォン、WiFi機器等の様々な設備を不動産関係者に無料で提供し、後⽇、その
費⽤を消費者からLPガス料⾦として回収するといった、いわゆる「無償貸与」と呼ばれる商
慣⾏や、
LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供給を⾏うといった、い
わゆる「貸付配管」と呼ばれる商慣⾏

があるところ、これらが、消費者に対する不透明なかたちでの料⾦請求や、LPガス事業者の切り
替えが制限されるといった課題につながっています。（詳細については、下記関連資料もご覧く
ださい）

以上のような課題の解決に向けて、経済産業省では、液化⽯油ガス流通ワーキンググループを開
催し、LPガス事業者による過⼤な営業⾏為の制限、ガス消費とは関係のない設備の費⽤をLPガス
料⾦として請求することの禁⽌等、「液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法
律」（以下「液化⽯油ガス法」という。）に係る制度改正など、LPガスの商慣⾏改⾰に向けた検
討を進めています。

2．LPガスの取引適正化に関する情報提供窓⼝（通報フォーム）の設置

https://www.meti.go.jp/index.html
https://www.meti.go.jp/index.html
https://www.meti.go.jp/press/category_05.html


本⽇、LPガスをめぐる商慣⾏改⾰に向けた取組の⼀環として、LPガスの消費者に不利益をもたら
すと考えられる商取引情報を受け付ける窓⼝（LPガス商慣⾏通報フォーム）を開設しました。

これは、液化⽯油ガス法に係る制度改正前に過⼤な営業⾏為を駆け込み的に⾏う抜け駆け⾏為を
懸念する声を踏まえ、制度改正に先駆けて、早期に開設することとしたものです。

LPガス商慣⾏通報フォーム

通報フォームの概要は以下のとおりです。

事業者・消費者問わず、匿名でも情報を受け付けます。また、LPガス事業者だけではなく、
不動産関係者等に関する情報も受けます。
提供いただいた「個別事案」に関する情報については、情報提供者の利益が害されないよう
取り扱います。例えば、個別事案処理にあたって当事者に照会する場合、事案によっては情
報提供者が特定され、その後の取引関係等に影響するおそれもあります。このため、当事者
に照会する際には、事前に情報提供者の了解を得た上で⾏うなど、情報提供者の利益に⼗分
配慮します。

提供いただいた情報は、下記の⽤途で活⽤することを予定しています。
①液化⽯油ガス法違反の取り締まり等︓

商慣⾏是正に向けた任意ヒアリングや、法に基づく報告徴収・⽴⼊検査等を実施する端緒
として活⽤します

②関係省庁への共有︓
必要に応じて関係省庁に情報共有を⾏い、連携した対応につなげます

③政策⽴案への活⽤︓

情報を集約・構造化した上で、制度改正後の市場モニタリングや今後の政策⽴案に活⽤し
ます

経済産業省としては、上記取組を通じて、LPガスをめぐる商慣⾏がLPガスの消費者に不利益をも
たらしている現状を是正すべく、関係者と連携・協⼒しながら、取り組んでまいります。

関連資料

LPガスをめぐる商慣⾏の具体的事例（PDF形式︓1,014KB）

関連リンク

液化⽯油ガス流通ワーキンググループ

担当

資源エネルギー庁資源・燃料部
燃料流通政策室⻑ ⽇置
担当者︓⽬⿊、佐々⽊、佐藤、宇野
電話︓03-3501-1511（内線 4661）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/lpgass_tsuhoform/index.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201002/20231201002.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201002/20231201002.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201002/20231201002-2a.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201002/20231201002-2a.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/ekika_sekiyu/index.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/ekika_sekiyu/index.html


エネルギー政策（全般） 省エネルギー・新エネルギー 資源・燃料 電⼒・ガス

LPガスをめぐる商慣⾏改⾰に向けた取組の⼀環として、LPガスの消費者に
不利益をもたらすと考えられる商取引情報を受け付けています。

消費者・事業者問わず、匿名でも情報を受け付けております。また、LPガ
ス事業者だけではなく、不動産関係者等についての情報も受け付けており
ます。
提供いただきました情報につきましては、液⽯法違反の取り締まりや今後
の政策⽴案等へ活⽤させていただきます。

 
情報提供者の企業名⼜は個⼈名、電話番号及びメールアドレス等は、提供
いただいた情報の内容に不明な点があった場合等の連絡のために使⽤し、
情報提供者の承諾を得ない限り、第三者に共有することはございません。
また、通報フォームに寄せられた個別事案の情報に関しては、情報提供者
の利益が害されないよう取り扱います。例えば、個別事案処理にあたって
当事者に照会する場合、事案によっては情報提供者が特定され、その後の
取引関係等に影響するおそれもあります。このため、当事者に照会する際
には、事前に情報提供者の了解を得た上で⾏うなど、情報提供者の利益に
⼗分配慮します。

ホーム >  政策について >  資源・燃料 >  ⽯油流通・LPガス政策 >  LPガスの取引適正化に関する情報提供窓⼝（通報

フォーム）

LPガスの取引適正化に関する情報提供窓⼝（通報フォ
ーム）

政策について

エネルギー政策（全
般）

省エネルギー・新エ
ネルギー
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LPガス業界においては、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といった商慣
⾏が⻑らく続いており、それによりLPガスの消費者が不利益を被っている
として、問題視されています。

具体的には、 
 

賃貸集合住宅へのLPガス供給契約を獲得すべく、LPガス事業者は、ガ
ス器具に加え、エアコン、インターフォン、WiFi機器等の様々な設備
を不動産関係者に無料で提供し、後⽇、その費⽤を消費者からLPガス
料⾦として回収するといった、いわゆる「無償貸与」と呼ばれる商慣
⾏や、

LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供
給を⾏うといった、いわゆる「貸付配管」と呼ばれる商慣⾏

があるところ、これらが、消費者に対する不透明なかたちでの料⾦請求
や、LPガス事業者の切り替えが制限されるといった課題につながっていま
す。

上記のような課題の解決に向けて、経済産業省では、液化⽯油ガス流通ワ
ーキンググループを開催し、LPガス事業者による過⼤な営業⾏為の制限、
ガス消費とは関係のない設備の費⽤をLPガス料⾦として請求することの禁
⽌等、「液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係
る制度改正など、LPガスの商慣⾏改⾰に向けた検討を進めています。

本窓⼝は、上記取組の⼀環として、開設するものです。

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室
電話︓03-3501-1511（内線）4661

最終更新⽇︓2023年12⽉1⽇

Microsoft Word及び
Excelファイルを正常に
開けない場合の対処⽅法

PDFファイルの閲覧には
Adobe Systemsの「Adobe

Acrobat Reader」が必要とな
ります。

当庁について スペシャルコン
テンツ

政策について 統計情報

（参考）情報提供窓⼝開設の背景・趣旨

（注）LPガスの正式名称は、「液化⽯油ガス」（Liquefied Petroleum Gas）。家庭⽤
LPガスは「プロパンガス」とも呼ばれる。

お問合せ先

鉱物資源政策につい
て

地熱資源政策につい
て

広報・教育

電⼒・ガス

ページTOPへ
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LPガス商慣⾏通報フォーム

経済産業省資源エネルギー庁では、LPガスをめぐる商慣⾏改⾰に向けた取組の⼀環として、LPガスの消費者に不
利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付けています。

※提供いただいた情報提供者の企業名⼜は個⼈名、電話番号及びメールアドレスは、提供いただいた情報の内容に
不明点があった場合等の連絡のために使⽤し、情報提供者の承諾を得ない限り、第三者に共有することはございま
せん。

※提供いただいた情報に関する⾒解、調査経過、調査結果等についてのお問合せに、個別にお答えすることはでき
ませんので、ご理解をお願いいたします。

※料⾦の変更など契約に伴うご相談につきましては、各都道府県LPガス協会に設置されております「お客様相談
窓⼝」にてご相談を受け付けております。

【本フォームのご利⽤⽅法等】
（1）全ての項⽬に⼊⼒せずとも送信可能です。
（2）経済産業省から内容確認の連絡をさせていただく際に、所属先に情報提供の事実を知られたくないなどの場
合には、個⼈の連絡先を記⼊するなどの対応をお願いいたします。

情報提供者について

⽒名⼜は事業者名
（匿名希望の場
合、匿名と記⼊）

必須

情報提供者の属性
必須

※前問で「その
他」と回答した⽅
のみ、具体的な属
性を記⼊くださ
い。

メールアドレス

電話番号 - -



都道府県

LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる取引について

事業者名
必須

事業者の属性
必須

※前問で「その
他」と回答した⽅
のみ、具体的な属
性を記⼊くださ
い。

都道府県

市区町村

情報提供の内容
必須

※「情報提供の内容」には、以下の項⽬等を記載し、情報提供の内容が可能な限り明確になるように記載するよう
お願いいたします。
①いつ⾏われた⾏為か。
②どこで⾏われた⾏為か。
③だれに対して⾏われた⾏為か。
④どのような⾏為が⾏われたか。
⑤どのような⽅法で⾏われた⾏為か。
 

参考資料添付 ファイルの選択 ファイルが選択されていません

他の⾏政機関への
情報提供

必須

すべて可  匿名なら可  不可



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 


